
 
施設区分別に凡例を設けて 

着色すること。 

測点が密集する箇所は、拡大図を作成すること。 

原則公共座標を求積とすること。（関連区域及び

造成協力地はＣＡＤ求積で可とする。） 

原則公共座標を使用すること。 

辺長を表示すること。 

なお、官民境界確定部分は、

辺長を確定協議書に整合させ

ること。 

宅地及び公共施設毎に求積し、

土地利用計画図に準じて着色 

すること。 

土地利用計画表を表示すること。 

面積は小数点以下第２位まで表示

すること。 

緑地がある場合、緑地求積図を添付すること。 


